
令
和
元
年
六
月
二
十
一
日
提
出

質

問

第

二

八

九

号

介
護
施
設
の
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

緑

川

貴

士
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介
護
施
設
の
安
全
対
策
に
関
す
る
質
問
主
意
書

高
齢
化
に
よ
り
、
医
療
依
存
度
の
高
い
利
用
者
は
さ
ら
に
増
加
す
る
中
、
施
設
内
に
お
け
る
安
全
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
が

急
務
で
あ
る
。

こ
の
観
点
よ
り
、
以
下
質
問
す
る
。

一

特
養
や
老
健
な
ど
の
介
護
施
設
に
は
、
利
用
者
の
転
倒
や
転
落
な
ど
事
故
が
発
生
し
た
際
に
自
治
体
へ
報
告
す
る
義
務
が

あ
る
と
こ
ろ
、
厚
生
労
働
省
の
二
〇
一
八
年
十
月
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
約
半
数
の
市
町
村
が
介
護
施
設
か
ら
報
告
さ
れ
た
事

故
情
報
の
集
計
・
分
析
を
「
行
な
っ
て
い
な
い
」
と
回
答
し
、
施
設
へ
の
指
導
や
支
援
に
活
か
し
て
い
る
自
治
体
は
約
四
割

に
と
ど
ま
り
、
約
三
割
は
事
故
情
報
を
「
活
用
し
て
い
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。

介
護
施
設
な
ど
か
ら
報
告
さ
れ
た
利
用
者
の
事
故
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
一
元
的
に
把
握
・
分
析
し
た
上
で
、
そ
の
後
の

再
発
防
止
に
つ
な
げ
て
い
く
仕
組
み
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
が
、
見
解
を
伺
う
。

二

介
護
事
業
の
人
手
不
足
が
深
刻
と
な
る
中
、
介
護
ロ
ボ
ッ
ト
の
開
発
・
技
術
支
援
を
通
じ
て
、
介
護
現
場
へ
の
普
及
を
推

進
し
、
高
齢
者
の
暮
ら
し
の
質
の
向
上
に
努
め
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

総
務
省
情
報
通
信
政
策
研
究
所
は
、
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
に
関
す
る
報
告
書
案
を
公
表
し
、
利
用
者

一



や
第
三
者
の
生
命
・
身
体
・
財
産
に
危
害
を
及
ぼ
す
こ
と
が
な
い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
も
要
望
し
て
い
る
が
、
介
護
ロ
ボ
ッ

ト
の
安
全
性
に
つ
い
て
、
政
府
の
現
状
認
識
と
今
後
の
対
応
に
つ
い
て
伺
う
。

右
質
問
す
る
。

二


